
福山市空家等地域活用支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，空家等を地域資源として有効に活用することを通じて，地域の活性

化や地域コミュニティの維持，再生を図るため，空家等を自治会，町内会及び福山市ま

ちづくりサポートセンター設置要綱第６条第１項に規定する登録団体（以下「自治会

等」という。）に貸し出す者に対して予算の範囲内で交付する福山市空家等地域活用支

援事業補助金（以下「補助金」という。）に関し，福山市補助金交付規則（昭和４１年

規則第１７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，必要な事項を定めるもの

とする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は，次に定めるところによる。 

 (1) 空家等とは，空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）

第２条第１項に規定する空家等で，第６条の規定に係る申請年度から自治会等に貸し

付けられた空家等の跡地並びに次条第１項の補助事業として現に自治会等に貸し出し

中の土地及び家屋をいう。なお，福山市空家等除却支援事業補助金を活用して除却し

た跡地は含めるものとする。 

 (2) 所有者等とは，空家等の所有者，共有者又は管理者をいう。 

 

 （補助事業） 

第３条 補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，次の要件を満たすも

のとする。 

 (1) 空家等を自治会等へ無償で貸し出すこと。 

 (2) 前号の貸し出し期間は，５年以上であること。 

 （3）第１条に規定する趣旨に沿った活用が継続的に認められるものであること。 

２ 前項の規定にかかわらず，自治会等による空家等の利用が次の各号のいずれかに該当

するものは，補助の対象としない。 

 (1) 政治，宗教を目的とした活動 

  (2) 特定の個人，団体（自治会等を除く。）のみが利益を受ける活動 



 (3) その他市長が適当でないと認めるもの 

 （補助対象者） 

第４条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は，第３条第１項により自

治会等に貸し出す空家等（以下「貸出空家等」という。）の所有者等（法人を除く。）

で，次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 (1) 市税の滞納がない者であること。 

 (2) 暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号に規定する暴力団員及び広島県暴力団排除条例（平成２２年広島

県条例第３７号）第１９条第３項の規定により現に公表が行われている者をいう。）

でないこと。 

 (3) 補助対象者以外に貸出空家等に所有者等がいる場合は，当該所有者等全員の同意を

得ていること。 

 

（補助金の額） 

第５条  補助金の額は，貸出空家等に係る次条の申請がなされた年度の固定資産税及び

都市計画税（以下「固定資産税等」という。）相当額の合計額を十二で除し，これに当

該申請がなされた年度における第７条の規定による補助金交付決定日以降の貸出月数を

乗じて得た額とする。ただし，１００円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てる

ものとする。 

２ 前項の貸出月数は，暦に従って計算し，一月に満たない端数を生じたときは，これを

一月とする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は，補助金交

付申請書に次に掲げる書類を添えて，市長が定める期間内に提出しなければならない。 

  (1) 市税完納証明書又は市税納付状況照会同意書（市税の納付の状況について，照会す

ることに同意する書類をいう。） 

 (2) 空家等地域活用事業計画書 

 (3) 所有者等の同意書（交付申請者以外に所有者等がいない場合を除く。） 

 (4) 空家等の所有者等であることを証する書類 



  (5) 空家等の使用貸借契約書の写し 

 (6) 貸出空家等に係る申請年度の固定資産税等相当額がわかる課税明細書の写し又は固

定資産課税台帳記載事項証明書の申請及び受領のための委任状 

 (7) その他市長が必要と認める書類  

２ 補助金交付申請は，本市の連続する５会計年度以内の継続した活用として最大５回と

し，会計年度ごとに申請することとし，その提出期限は，別に市長が定める。 

 

（補助金の交付の決定） 

第７条 市長は，第６条第１項の規定による申請を受けたときは，内容の審査を行った上

で，補助金交付の可否を決定し，補助金交付決定通知書又は補助金不交付決定通知書に

より交付申請者に通知するものとする。 

２ 市長は，補助金交付決定通知書により通知するときは，必要な条件を付することがで

きる。 

 

（補助金の交付請求） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は，当該年度の固定資産税等の全額について納付済であることを証する書類及

び市長が別に定める書類を添えて，補助金交付請求書を市長に提出しなければならな

い。 

２ 補助金交付請求書の提出時期は，補助事業者ごとに，補助事業の実施状況を確認の上，

別に市長が定める。 

 

（交付決定の取消し） 

第９条 市長は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に反したとき 

 (2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき 

 (3) 前２号に掲げるもののほか，市長が不適当と認める事由が生じたとき 

２ 市長は，前項の規定に基づく取り消しを行うときは，補助金交付決定取消通知書によ

り，補助事業者に通知しなければならない。 



３ 補助金の交付決定を取り消した場合に生じた損害について，市は一切の賠償の責めを

負わないものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１０条 市長は，前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において，既に

補助金が交付されているときは，補助金返還命令書により，期限を定めてその返還を命

じるものとする。 

 

（関係法令の遵守等） 

第１１条 補助事業者は補助事業を実施するにあたり，関係法令等を遵守しなければなら

ない。 

２ 前項の規定は，補助事業が完了した後においても同様とする。 

 

（自治会等の責務） 

第１２条 自治会等は，補助対象者と締結した使用貸借契約に基づいて空家等の引渡しを

受けた場合には，当該空家等の適正な管理を行うよう努めるものとする。 

 

（帳票） 

第１３条 この要綱に定める帳票は，市長が別に定める様式による。 

 

（雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は市長が別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は，２０１７年（平成２９年）４月１日から施行する。 

    附  則 

この要綱は，２０１９年（令和元年）６月２５日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，２０２２年（令和４年）１２月２８日から施行する。  

   附 則 



この要綱は，２０２３年（令和５年）４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は，２０２４年（令和６年）４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の前に改正前の福山市地域活用支援事業補助金交付要綱に基づき申

請され，又は交付された補助金については，なお従前の例による。 


